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ＳＧニュース
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-5-9

共同ビル(本町一丁目）７階発 財団

電話(03)5255-3631 (代表）行 法人 製品安全協会

ガットスタンダ－ドコ－ドに基づく外国関係者の
専門委員会への参加・意見表明等について

７．外国関係者の参加等の手続き下記のとおり認定基準の制定作業等を予定して

ますのでお知らせします。委員会への参加のご希 委員会に参加しようとする者は、氏名、住所

望、ご質問、ご意見等がある場合は、当協会まで 連絡先電話番号、ＦＡＸ番号、国籍並びに所属

ご照会下さい。 団体（又は企業等）の名称及び所在地について

記 日本語又は英語で記載した書面を2004年12月17日

（金）までに当協会に届くように提出してください。１．認定基準の名称及び概要

別表に示す消費生活用製品に係る認定基準の制定等 詳細は当協会に照会してください。

なお、内容の詳細については、当協会に照会 なお、申込者が多数の場合は、参加人数を

して下さい。 制限することがあります。

２．委員会の名称及び検討スケジュール ８．担当窓口

別表に示す製品に係る専門委員会 当協会 業務グループ

（当協会内に設置）2004年12月～（予定） 住所:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町

1-5-9 共同ビル（本町一丁目）７階３．参加を認める外国関係者

別表に示す製品の安全性確保の方法等につい 電話：０３－３５１７－５４１１

て、学識経験を有する者（国籍を問わない。） FAX：０３－３５１７－５８３２

Eｰmail：operation@sg-mark.org４．外国関係者の参加等の形態

委員又はオブザーバー

別表５．認定基準原案の提示方法

ＷＴＯ／ＴＢＴ協定に基づく原案提示手続き

を行います。 １．高齢者用立ち上がりいす（制定）

２．乳幼児用ハイチェア（改正）６．意見表明等の方法

委員会に出席できない委員又はオブザーバー

は、委員会終了日の１か月前までに意見表明を

することができます。

（２．の委員会の名称を記載して下さい。）

お 知 ら せ

いつも「ＳＧニュース」をご愛読いただきありがとうございます。

当協会では、ホームページの改訂を機に「ＳＧニュース」をご希望の方にはメール配信を

先月１０月号（NO．２０８）から開始しました。そのため、ＳＧマークの表示数量、事故

届出状況及び消費生活用製品ＰＬセンターの相談等受付状況については、本紙への掲載は

省略することとしました。

なお、これらについては、http://www.sg-mark.org／DATA／data.htmに掲載してあります。

閲覧用のパスワードは『ofm0802』です。（パスワードは随時変更する場合があります。）



生活評論家 佐藤 順子

●特別特定製品に指定された背景

浴槽用温水循環器は、ジェット噴流バスなどと

も呼ばれ、噴流水によりマッサージ効果もあると

言われることから健康志向の現代の入浴を楽しむ

装置として人気をよんでいます。

ところが、平成１４年には吸入口に毛髪が絡ま

った状態で女児が死亡するという事故が起こりま

した。この件は閣議でも取り上げられ、その結果

ジェット噴流バス、強制循環式の風呂釜（一穴式

のものは除く。）は、消費生活用製品安全法の特

別特定製品に指定され、平成１５年８月から登録

検査機関による適合性検査を受け、本体に「

特別特定製品のマーク」がなければ販売又は販売

目的で陳列することができなくなりました。

今回は、ジェット噴流バスを取り上げます。

●規制の対象は

浴槽にジェット噴流機能があるものとないもの、

噴流機能がセットで販売される浴槽とセットでは

ないもの等がありますが、規制の対象は一般家庭

で使用することを目的に設計された浴槽用温水循

環器（いわゆるジェット噴流バス、以下、「温水

循環器」という。）が対象です。ただし、水の吸

入口と噴出口とが一体となっている構造であって

加熱のためだけに水を循環させるもの、および循

環させることができる水の最大の流量が毎分１０

リットル未満のものは除きます。買うときはマー

クの有無を確認することはいうまでもありません。

製品の構造が良好で、使用時に身体に障害を与

える鋭い角部などがなく、通常の使用で支障のな

い部品、部材で構成されている製品でなければな

らないのはいうまでもありません。

●事故を防ぐための規制内容は

平成１４年の事故は女児の毛髪が温水循環器の

吸入口に絡んだことによります。

そこで、吸入口の構造が問題になります。吸入

口は運転中、つまりジェット噴流が働いている間

－約２Kgの力で絡んだ毛髪を引き抜くことができ

る構造でなければなりません。

万一毛髪が絡んだとき、毛髪を引き抜きやすい

か否かはテストで確認しますが、その確認方法や

試験用毛髪はＳＧ認定基準の基準確認方法で定め
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消費生活用製品の安全性等に関するご相談は

ご遠慮なく、当協会までご連絡ください。
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られています。浴槽を使用するときは、取扱説明

書をよく読み、運転するときは異状がないかどう

か確認してください。いうまでもなく取扱説明書

は保存しておき、ときに読みかえしてみることが

大切です。

特に、吸い込み口に取り付けられたカバーが緩

んだり外れたりしたときは使用してはなりません。

子どものいたずらによる緩み、外れにも注意を。

●使用上の注意

取扱説明書の注意を守るとともに、幼児や身体の

移動が不自由な人、体力が衰えた高齢者の入浴には

十分注意し、場合によっては１人での入浴は避ける

等の配慮が必要です。運転中は潜って遊ぶのは厳禁

です。熱湯が噴出する方式はやけどにも注意。吸い

込み口に手指を入れるなどは厳禁です。

ロングヘアーの女児は、潜るなどしなくても毛髪

を吸い込まれる危険性が大です。入浴するときは髪

が吸い込まれないよう髪止めでアップにまとめたり、

ヘアーキャップを被るなどの危険防止対策も怠りな

いよう。

なお、噴流の使用時間は一般に１０分から１５分

が目安とされています。また、妊娠している方や高

血圧者の使用は適さないといわれますから、心配な

ときは医師に相談して使用することです。
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